
地域の高齢者、障害者、子どもたちに関わるからこそ見えてくる
「福祉のしごと」の魅力、働き方、職場の雰囲気、待遇など

福祉施設の職員に聞いてみたかったことを個別に聞ける相談会です。

イベント内容 会　　場

・福祉施設の相談ブース
・出展福祉施設の資料コーナー
・福祉・介護の資格相談ブース

イオンモール多摩平の森
3階 イオンホール
(JR豊田駅北口徒歩3分　
 多摩平2-4-1)

【問合せ先】

日野市社会福祉協議会
TEL.042-582-2319

Eメール　info@hinosuke.org 求人情報など詳細を
ご確認ください
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福祉のしごと

相談会
福祉のしごと

相談会

2024年

8月2日(金)
13：00～16：00
（受付12：45～15：30）

【主催】日野市社会福祉協議会、東京都社会福祉協議会　東京都福祉人材センター
【共催】ハローワーク八王子、日野市【協力】日野市内社会福祉法人ネットワーク

事前申込

不要

身近な地域で。福祉の第1歩。



7月19日（金） 14:00~15：00
中央福祉センター

地域の高齢者を
支える
仕組みづくり

地域の高齢者を
支える
仕組みづくり

企業や福祉施設が実施している地域貢献

個人で出来る地域貢献

高台など公共交通機関の少ない地域に住む高齢者の買い物支援を行っています。
買い物先のスーパーで、ご自宅周辺で見守りや荷物持ちなどをしてくださるボランティアを募集しています。

　車いすや歩行器などを利用したり、老齢により1人での外出が困難となっている高齢者や、障害のある方の通院や
買い物などの際に福祉車両を運行し、送迎サービスを担っています。この活動に興味のある方、ぜひ説明会にご参加
ください。

1.運転歴10年以上
2.70歳未満
3.指定する講習を修了すること
　※講習費用は本会で負担します。

4.過去3年以内に免許停止処
分を受けていない

5.ハイエースなど大きい車を
運転できる方や人と関わる
ことが好きな方歓迎

友游ケアセンター
による送迎

（株）ラピオン
による送迎

介護老人保健施設
カトレアによる送迎

毎月第2・4土曜日午後

ヤオコー南平店へ

毎月第2・4火曜日午前

ヤオコー南平店へ

毎月第2・4木曜日午後

フーズマーケットサエキ多摩平の森店へ

【申込・問合せ先】 地域支援係　TEL.042-584-1294

月〜金曜 8：00〜17：30
（祝日・年末年始を除く）

週1回からの活動OK!

【活動謝礼】
4時間未満 2,000円
4時間以上 3,000円



お気軽にお問合せください
TEL.042-591-1567

（月～金曜 8：30～17：15） Eメール zaitaku@hinosuke.org

日野市社会福祉協議会 在宅サービス係
日野市高幡1011 福祉支援センター内 

一つでも当てはまる方は、ぜひ説明会へ！

在宅高齢者ケアサービス事業

【内　容】
掃除・洗濯・買い物代行・
調理・通院の付き添いなど

【活動日】
月～金曜 8：30～17：00のうち、
活動できる時間 （1時間からでもOK!）

【場　所】
日野市内の利用会員宅

（利用会員：65歳以上の方）

【対　象】
18歳以上の日野市在住の方

【活動費】
１時間につき1,000円 支給
※会員制の活動のため、年会費1,200円が必要です。

説　明　会

住み慣れた我が家で
暮らし続けるお手伝い

高齢者の家事支援を
はじめてみませんか？
高齢者の家事支援を
はじめてみませんか？

【日時】 2024年7月17日（水）
10：00～11：00

【場所】 多摩平交流センター（多摩平2-9）

【日時】 2024年7月19日（金）
10：00～11：00

【場所】 福祉支援センター（高幡1011）

人と
関わるのが
好きな方

お掃除や
お料理が
好きな方

空き時間を
有効に活用
したい方

とよだ会場1

たかはた会場2

※上記日時以外にも随時ご相談を承ります。



団体会員向け団体会員向け

　日野市社会福祉協議会（社協）は、誰もが自分らしく暮らせる街を目指して、会員の

皆様と”地域福祉の推進”を図っています。

　社会福祉協議会の取り組みを応援していただける今年度の会員を募集します！

問合せ先

総務係　TEL.042-582-2319　Eメール info@hinosuke.org

会費の納入方法

① 日野市社会福祉協議会事務所（日野、高幡）窓口
　 市役所3階福祉政策課、七生支所

② 郵便振替
　 ００１４０-３-５１２５６５ 社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

③ 銀行振込
　 三菱UFJ銀行 日野市役所支店 普通 0183455
　 社会福祉法人 日野市社会福祉協議会 会長 鈴木勝豊

④ 集金もしくは振込用紙の送付も、お気軽にご相談ください。

※②、③ともに振込手数料は振込者様の負担となります。

会員の種類と年会費

【個人の方向け】
　　個人会員　一口　１，０００円  ～
　　特別会員　一口　３，０００円  ～
　　※会費は、2,000円を超える場合、「所得控除」もしくは「税額控除」の対象となります。

　　※金額が1,000円未満の場合も福祉協力金としてぜひご協力ください。

【自治会や福祉施設、企業など団体の方向け】
　　団体会員　一口　５，０００円 ～

入会の方法

下記の問合せ先へ入会希望の旨をご連絡の上、会費をお納めください。

住みやすい街をつくる”わたしの第一歩”住みやすい街をつくる”わたしの第一歩”

社協会員になる方法社協会員になる方法
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　わたがし機、ポップコーン機、臼・杵、タープ

テントなど、イベント用機材が借りられます。

利用日２カ月前からご予約ください。

地域のイベントを盛り上げる
機材を借りられる

地域のイベントを盛り上げる
機材を借りられる
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地域福祉権利擁護事業

【問合せ先】 権利擁護センター日野　TEL.042-594-7646

　認知症や精神障害・知的障害により、

必要な福祉サービスをご自分で判断す

ることが難しい方、日常的な金銭管理

に不安のある方を対象としたサービスです。

※市内在住の方が対象です
※契約までに1～2カ月かかります
※ご利用には料金がかかります

成年後見制度の概要の説明や、
書類作成などについて
お気軽にご相談ください。（相談無料）

成年後見制度利用促進事業

【問合せ先】 権利擁護センター日野　TEL.042-591-1561
※来所・訪問での相談日時は事前にご連絡ください。

地域福祉権利擁護事業って？

●福祉サービスの利用に関する相談や

　支払いのお手伝い

●郵便物の確認や市役所に提出する書類作成の

お手伝い

●日常的な生活費を下ろしたり、公共料金や税

金の支払い

●大切な書類を銀行の貸金庫でお預かり

どんなことをしてくれるの？

　民法により定められた制度で、

判断能力が十分でない方を、法

律的に支援する仕組みです。家

庭裁判所が選んだ成年後見人などが「身上

保護」と「財産管理」を行うことで、本人の

権利を守り、判断能力が十分でなくても、

その人がその人らしく暮らせるように支

援する制度です。

成年後見制度とは？

月1回、生活支援員さん
が来てくれます。郵便物
の内容を説明してくれ
たり市役所の手続きを
手伝ってくれて助かっ
ています。

認知症の親が施設に入所
中なのですが、親の預金か
ら利用料を支払おうとし
たら、銀行の窓口で後見制
度を使うように言われた。

障害をもつ子どもの将来が
心配。福祉サービスを契約
したり、子どもの財産を
守ってくれる立場の方がい
てくれるといいのだけど。



福祉のしごと魅力発信！福祉のしごと魅力発信！福祉のしごと魅力発信！
Vol.

10

日野市内社会福祉法人ネットワーク

令和5年度事業報告 令和6年度事業計画

◆暮らしの支援
・買い物お助けサービスへの協力、日野市フードパントリー事業への協力
・フードドライブの実施
（11法人12施設の協力を得て、約65kgの食料品をNPO法人フードバンクTAMAへ寄贈）

◆福祉教育および福祉人材の育成・確保　◆情報発信　◆災害対策

高齢者や障害者の福祉施設や保育園など、市内に所在する約30の社会福祉法人が連携し活動しています。

・左記の活動を継続し、より一層
の連携を深めていきます。

Q.いまの仕事の内容を教えてください。

　東京光の家と聞くと「視覚障害

の方の施設」というイメージがあ

りますが、光の家就労ホームは知

的障害や発達障害を有する方々を

対象としています。

　私は今、受注しているダイレク

トメール封入作業の確認作業、旭

が丘中央公園の清掃活動などを担

当しています。作業は利用者さん

が担当し、私はその作業の検査や

確認を行い、利用者さんが作業し

やすいように準備や用意をしてい

ます。また余暇活動の一環として、

運動クラブ（バランスボールやエ

アロビ）なども担当しています。

　たくさんあります。

　自分ができることをできる範囲で行

動したことに対し、利用者さんから「あ

りがとう」と言われたことがあります。

お礼を言われたいから行動したわけで

はないけれど、言われるとやはり嬉し

く、やりがいを感じました。

　また日頃から、仕事をする環境を整

え、利用者さんにあわせて作業がス

ムーズに進むよう、作業に必要な道具

をつくることにもやりがいを感じてい

ます。自分で考え試し結果を出す。

日々、創意工夫しながら取り組んでい

ます。

　余暇活動では楽しめる雰囲気づくり

を心掛けています。利用者さんが楽し

んでいる姿を見た時はとても嬉しく思

います。

　心理学や福祉学に興味を持ち大学で学ぼうと思い進学しましたが、大学2年

生からコロナ禍のためオンライン授業となりました。現場実習もできませんで

したが、多くの講義を受け知識を得て、福祉という仕事に興味を持ちました。

その中で、本法人のオンライン就職説明会で「視覚障害がある方がのこぎりを使

う話」に衝撃を受けました。障害があるから諦めるのではなく、できるように工

夫したり、できることを増やすといった内容でしたが、職員の方の工夫や利用

者さんの努力に、心から「すごいな」と思い、今こうして働いています。

Q. 福祉の仕事に進んだ理由は？

Q. 仕事の魅力（やりがい）は
どんなところですか。

社会福祉法人東京光の家
光の家就労ホーム

清野  美優 さん

せい の み ゆ

社会福祉法人東京光の家
光の家就労ホーム

清野  美優 さん

せい の み ゆ

　令和6年1月9日に、利用会員より苦情申
立がありました。

草むしりの活動に関する苦情について
　本会職員および第三者委員が聞き取りを行
い、以下の対応を行ったことを報告いたします。

本会の
在宅高齢者ケアサービス事業

において

【対応内容】

① 再発防止策の策定
② 運営規程の見直し
③ 利用会員／協力会員の手引きの見直し
④ 当該利用料の免除

【一般寄附】
１０万円以上　井上しげ子・読売新聞読売センター豊田北部
　　　　　　　匿名
　１万円以上　東京みなみ七生地区女性部・和楽会・多摩友の会
　　　　　　　安宅第二自治会・㈱ブリッジハートフル福祉募金
　１千円以上　ひの市民リサイクルショップ回転市場
　　　　　　　市役所売店募金箱・青山安久・匿名
　１千円未満　日野市立大坂上中学校

ご寄附をありがとうございました
令和6年1月〜4月までの寄附金総額は

 578,988円をお預かりしました。

皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

他の職員と一緒に確認作業を行います。



■QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

日野市社会福祉協議会

■日野事務所 〒191-0011 日野市日野本町7-5-23

代表／総務係　　　　　　　　　TEL.042-582-2319

地域支援係　　　　　　　　　　TEL.042-584-1294 

日野市ボランティア・センター　TEL.042-582-2318

■高幡事務所 〒191-0031 日野市高幡1011

在宅サービス係　　　　TEL.042-591-1567  

権利擁護センター日野　TEL.042-594-7646 

成年後見利用相談　　　TEL.042-591-1561

Eメール info@hinosuke.org

TEL.042-586-3063TEL.042-586-3063

【問合せ先】 日野市ボランティア・センター　TEL.042-582-2318

●●●●●●参加の流れ●●●●●●
① 「活動プログラム一覧」からボランティアを探す

② 「YouTube説明会」で注意事項を確認

③ 「夏ボラ申込フォーム」から申込

ひのぅ 夏ボラ
特設サイト「Hi Know!」
からも申込できます 活動プログラム一覧

ウクレレ体験・演奏ボランティア 農業体験ボランティア 点字体験ボランティア

YouTube説明会 夏ボラ申込フォーム

夏の体験ボランティアとは、
様々なボランティア活動の中から
自分に合ったものを選んで参加できるイベントです。

低所得者、障害者又は高齢者に対し、

資金の貸付と必要な相談支援を

行います。

＊貸付には決められた使途項目と審査あり。

＊相談から決定・送金まで約2カ月かかります。

【対象者】 子どもから大人まで
【参加費】 500円（ボランティア保険代含む）

【期　間】 7月20日（土）〜8月25日（日）

こ
の
夏
、

子
ど
も
が
成
長
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験

生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度


